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施
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公
　
　
　
告

'

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
度
前
期

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

対
象
と
な
る
特

検
査
年
月
日

検
査
時
間
（
正
午

検
査
場
所

区
　
域

定
計
量
器

か
ら
午
後
一
時
ま

で
の
間
を
除
く
。）

非
自
動
は
か
り

平
成
十
九
年
四
月
十
三

午
前
十
時
か
ら
午

Ｊ
Ａ
こ
ま
野
百
田
南
ア
ル
プ

（
計
量
法
施
行

日

後
三
時
ま
で

支
所
ふ
れ
あ
い
セ
ス
市

令
（
平
成
五
年

ン
タ
ー

政
令
第
三
百
二

十
九
号
）
第
五

平
成
十
九
年
四
月
十
六

同

Ｊ
Ａ
こ
ま
野
西
野
同

条
第
一
号
又
は

日

共
選
所

第
二
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除

平
成
十
九
年
四
月
二
十

同

同

同

く
。）、
分
銅
及

日

び
お
も
り

平
成
十
九
年
四
月
二
十

同

Ｊ
Ａ
こ
ま
野
在
家
同

三
日

塚
共
選
所

平
成
十
九
年
四
月
二
十

同

南
ア
ル
プ
ス
市
役
同

七
日

所
白
根
支
所

平
成
十
九
年
五
月
一
日

同

Ｊ
Ａ
こ
ま
野
八
田
同

共
選
所

平
成
十
九
年
五
月
十
日

同

Ｊ
Ａ
こ
ま
野
櫛
形
同

共
選
所

平
成
十
九
年
五
月
十
一

同

南
ア
ル
プ
ス
市
役
同

日

所
若
草
支
所

平
成
十
九
年
五
月
十
四

同

南
ア
ル
プ
ス
市
役
同

日

所
甲
西
支
所

平
成
十
九
年
五
月
十
八

午
前
十
時
か
ら
正

芦
安
健
康
管
理
セ
同

日

午
ま
で

ン
タ
ー

同

午
後
一
時
半
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
役
同

午
後
三
時
ま
で

所
本
庁
舎
西
別
館

平
成
十
九
年
五
月
二
十

午
前
十
時
か
ら
午

同

同

一
日

後
三
時
ま
で

平
成
十
九
年
五
月
二
十

午
前
十
時
か
ら
正

甲
斐
市
竜
王
北
部
甲
斐
市
（

五
日

午
ま
で

公
民
館

旧
双
葉
町

を
除
く
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
四
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

三
月
十
二
日

第
千
七
百
四
十
三
号

月　曜　日



同

午
後
一
時
半
か
ら

甲
斐
市
竜
王
中
部
同

午
後
三
時
ま
で

公
民
館

平
成
十
九
年
五
月
二
十

午
前
十
時
か
ら
正

甲
斐
市
役
所
吉
沢
同

八
日

午
ま
で

出
張
所

同

午
後
一
時
半
か
ら

甲
斐
市
役
所
睦
沢
同

午
後
三
時
ま
で

出
張
所

平
成
十
九
年
六
月
一
日

午
前
十
時
か
ら
正

甲
斐
市
役
所
敷
島
同

午
ま
で

支
所

平
成
十
九
年
六
月
八
日

午
前
十
時
か
ら
正

Ｊ
Ａ
中
巨
摩
東
部
中
央
市
（

午
ま
で

小
井
川
支
所

旧
豊
富
村

を
除
く
。）

同

午
後
一
時
半
か
ら

Ｊ
Ａ
中
巨
摩
東
部
同

午
後
三
時
ま
で

田
富
支
所

平
成
十
九
年
六
月
十
一

午
前
十
時
か
ら
午

中
央
市
役
所
玉
穂
同

日

後
三
時
ま
で

庁
舎

平
成
十
九
年
六
月
十
五

午
前
十
時
か
ら
正

昭
和
町
中
央
公
民
昭
和
町

日

午
ま
で

館

同

午
後
一
時
半
か
ら

Ｊ
Ａ
中
巨
摩
東
部
同

午
後
三
時
ま
で

西
条
支
所

平
成
十
九
年
六
月
二
十

午
前
十
時
半
か
ら

小
菅
村
役
場

小
菅
村

日

午
後
三
時
ま
で

平
成
十
九
年
六
月
二
十

同

丹
波
山
村
役
場

丹
波
山
村

二
日

平
成
十
九
年
六
月
二
十

午
前
十
時
半
か
ら

上
野
原
市
役
所
巌
上
野
原
市

五
日

正
午
ま
で

支
所

（
旧
秋
山

村
を
除
く

。）

同

午
後
一
時
半
か
ら

上
野
原
市
役
所
島
同

午
後
三
時
ま
で

田
支
所

平
成
十
九
年
六
月
二
十

午
前
十
時
半
か
ら

Ｊ
Ａ
ク
レ
イ
ン
棡
同

九
日

正
午
ま
で

原
支
店

同

午
後
一
時
半
か
ら

上
野
原
市
役
所
西
同

午
後
三
時
ま
で

原
支
所

平
成
十
九
年
七
月
二
日

午
前
十
時
半
か
ら

上
野
原
市
役
所
甲
同

正
午
ま
で

東
支
所

同

午
後
一
時
半
か
ら

上
野
原
市
役
所
大
同

午
後
三
時
ま
で

目
支
所

平
成
十
九
年
七
月
九
日

午
前
十
時
半
か
ら

上
野
原
市
商
工
会
同

午
後
三
時
ま
で

館

平
成
十
九
年
七
月
十
日

午
前
十
時
半
か
ら

上
野
原
市
役
所
本
同

午
後
三
時
ま
で

庁
舎

平
成
十
九
年
七
月
十
一

午
前
九
時
か
ら
午

特
定
計
量
器
の
所
今
期
検
査

日
か
ら
平
成
二
十
年
三

後
四
時
ま
で

在
の
場
所
（
特
定
を
実
施
す

月
三
十
一
日
ま
で
（
県

計
量
器
検
定
検
査
る
市
町
村

の
休
日
を
除
く
。）

規
則
（
平
成
五
年
の
区
域

通
商
産
業
省
令
第

七
十
号
）
第
三
十

九
条
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
限

る
。）

山
梨
県
計
量
検
定

所
（
平
成
十
九
年

七
月
十
日
ま
で
に

検
査
を
受
け
な
か

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
四
六



っ
た
場
合
に
限
る

。）

皮
革
面
積
計

平
成
十
九
年
七
月
十
一

午
前
九
時
か
ら
午

特
定
計
量
器
の
所
甲
府
市
を

日
か
ら
平
成
二
十
年
三

後
四
時
ま
で

在
の
場
所
（
特
定
除
く
県
下

月
三
十
一
日
ま
で
（
県

計
量
器
検
定
検
査
全
域

の
休
日
を
除
く
。）

規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第

七
十
号
）
第
三
十

九
条
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
限

る
。）

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
釜
無

川
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

小
野
　
修
一

韮
崎
市
旭
町
上
条
北
割
二
三
二
六

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
七

日

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

横
内
　
公
明

韮
崎
市
本
町
一
│
一
│
十
三

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八

日

'

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
協
議
を
行
う

に
あ
た
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
明
野
地
区
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）
の
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業

計
画
の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
概
要

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
二
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所

四
　
意
見
書
の
提
出
方
法

こ
の
事
業
計
画
概
要
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
最
終
日
ま
で
に
、
中
北
農
務
事

務
所
長
あ
て
書
面
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

'

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
協
議
を
行
う

に
あ
た
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
茅
ヶ
岳
地
区
県
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
の
変
更
後
の
土
地
改
良

事
業
計
画
の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
概
要

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
三
月
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
二
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

韮
崎
市
役
所
、
甲
斐
市
役
所
及
び
北
杜
市
役
所

四
　
意
見
書
の
提
出
方
法

こ
の
事
業
計
画
概
要
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
最
終
日
ま
で
に
、
中
北
農
務
事

務
所
長
あ
て
書
面
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
四
七



土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
組
合
の
名
称

南
ア
ル
プ
ス
市
柿
平
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
務
所
の
所
在
地

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
三
百
七
十
六
番
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
内

三
　
施
行
地
区

南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
小
笠
原
字
柿
平
及
び
字
一
ノ
出
し
の
各
一
部
、
大
字
上
宮
地
字
牧
野
の
一
部

並
び
に
大
字
桃
園
字
西
原
の
一
部

四
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
四
年
六
月
三
日

五
　
事
業
施
行
期
間

平
成
四
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で

六
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

人
事
委
員
会

'

平
成
十
九
年
度
山
梨
県
職
員
等
採
用
試
験
の
実
施

平
成
十
九
年
度
山
梨
県
職
員
等
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
四
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
四
九

平成１９年度山梨県職員等採用試験実施予定



'

平
成
十
九
年
度
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
の
採
用
予
定
人
員

平
成
十
九
年
度
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
の
採
用
予
定
人
員
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
五
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
五
一

平成１９年度山梨県警察官採用試験採用予定人員



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
五
二

'

第
六
十
九
回
（
平
成
十
九
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

第
六
十
九
回
（
平
成
十
九
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
五
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
五
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
五
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
五
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
五
七

そ
　
の
　
他

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
長
　
　
中
　
　
川
　
　
　
　
　
洋

一
　
落
札
に
係
る
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

医
用
画
像
情
報
シ
ス
テ
ム
用
サ
ー
バ
機
器
等
の
導
入
及
び
医
用
画
像
情
報
シ
ス
テ
ム
の
保
守
業
務

委
託
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
総
務
課
調
度
担
当
　
山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
一
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
一
月
九
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

マ
コ
ト
医
科
精
機
株
式
会
社
　
山
梨
県
甲
府
市
飯
田
一
丁
目
三
番
三
十
四
号

五
　
落
札
金
額

九
千
六
百
六
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
七
日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
二
日

一
五
八


